
警察大学校跡地等の都市計画警察大学校跡地等の都市計画
についてについて

中中 野野 区区

本日説明する内容本日説明する内容

ⅠⅠ 中野駅周辺まちづくり計画策定まで中野駅周辺まちづくり計画策定まで

の経過の経過

ⅡⅡ 中野駅周辺まちづくり計画の概要中野駅周辺まちづくり計画の概要

ⅢⅢ 警察大学校跡地等の都市計画案の警察大学校跡地等の都市計画案の

概要（区の検討案）概要（区の検討案）
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ⅠⅠ 中野駅周辺まちづくり計画中野駅周辺まちづくり計画

等策定までの経過等策定までの経過

ⅠⅠ--11

1313年年77月月 警察大学校等移転跡地土地利用転換警察大学校等移転跡地土地利用転換

計画案策定（東京都、中野区、杉並区）、計画案策定（東京都、中野区、杉並区）、

財務省に要望財務省に要望

1313年年88月月 警察大学校等が府中市に移転警察大学校等が府中市に移転

1515年年77月月 区長会は新たな清掃工場建設中止を区長会は新たな清掃工場建設中止を

決定決定

ⅠⅠ--22

１１ 策定までの経過策定までの経過①①
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１１ 策定までの経過策定までの経過②②

1515年年99月月 中野駅周辺まちづくり調査検討委員会中野駅周辺まちづくり調査検討委員会

の設置の設置

11６年６年44月月 中野駅周辺まちづくり計画検討素案中野駅周辺まちづくり計画検討素案

作成作成

1616年４月年４月 中野駅周辺まちづくり区民検討会設置中野駅周辺まちづくり区民検討会設置

1616年４月～８月年４月～８月 区民と区長の対話集会区民と区長の対話集会

1717年年33月月 中野駅周辺まちづくり計画（案）作成中野駅周辺まちづくり計画（案）作成

1717年４月年４月 上記計画（案）のパブリックコメント上記計画（案）のパブリックコメント

1717年年55月月 中野駅周辺まちづくり計画策定中野駅周辺まちづくり計画策定

ⅠⅠ--33

１１ 策定までの経過策定までの経過③③

1717年年88月月 東京都等と警察大学校等移転跡地土地東京都等と警察大学校等移転跡地土地

利用転換計画案の見直し案を策定利用転換計画案の見直し案を策定

1717年年88月月 財務省に、上記見直し案を要望財務省に、上記見直し案を要望

1818年３月年３月 財務省は、国有財産関東地方審議会に財務省は、国有財産関東地方審議会に

警大等跡地の土地処分方針を諮問警大等跡地の土地処分方針を諮問

1818年３月年３月 財務省は、答申を受け土地処分方針を財務省は、答申を受け土地処分方針を

決定決定

ⅠⅠ--44
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ⅡⅡ 中野駅周辺まちづくり計画の中野駅周辺まちづくり計画の
概要概要

～にぎわいと環境の調和するまち～～にぎわいと環境の調和するまち～

ⅡⅡ--11

中野駅周辺を中中野駅周辺を中野の真の顔としての再生野の真の顔としての再生

・まちの求心力を高める・まちの求心力を高める

・交通結節点機能の強化・交通結節点機能の強化

・防災拠点としての機能の確保・防災拠点としての機能の確保

・新たな都市環境の創出・新たな都市環境の創出

まちづくりの基本的な考え方まちづくりの基本的な考え方

ⅡⅡ--22
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中野駅周辺まちづくりの基本方針中野駅周辺まちづくりの基本方針

ⅡⅡ--33

１１ 活力に満ちたまち活力に満ちたまち

(1)(1)「にぎわいの心」の育成「にぎわいの心」の育成

(2)(2)産業成長に貢献する大学等教育・研究機関産業成長に貢献する大学等教育・研究機関
の必要性の必要性

①①中野のまちの活力の向上中野のまちの活力の向上

②②成長産業との連携成長産業との連携

③③ヒューマンサービス機能の拡大ヒューマンサービス機能の拡大

(3)(3)集客性を高める商業基盤施設や文化・娯楽集客性を高める商業基盤施設や文化・娯楽

施設の誘致施設の誘致

(4)(4)規制・誘導方策規制・誘導方策

①①都市計画手法都市計画手法

②②産業振興施策等産業振興施策等
ⅡⅡ--44
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(1)(1)災害時の安全性の確保災害時の安全性の確保
・・広域避難場所としての機能を引き続き確保広域避難場所としての機能を引き続き確保

(2)(2)防災公園防災公園
・防災公園・防災公園1.5ha1.5ha＋公開空地等＋公開空地等0.5ha0.5ha

＝防災空間＝防災空間2.0ha2.0ha

(3)(3)オープンスペースオープンスペース

・防・防災空間２災空間２haha＋オープンスペース＋オープンスペース

＝緑地空間３～４＝緑地空間３～４haha

(4)(4)木造建築物市街地等の防災性向上木造建築物市街地等の防災性向上

・木造建築物の多い市街地の建築物の耐震性向上、・木造建築物の多い市街地の建築物の耐震性向上、

不燃化促進、狭隘道路の整備不燃化促進、狭隘道路の整備

2 2 安全で安心なまちの形成安全で安心なまちの形成

ⅡⅡ--55

３３ 交通ネットワークと交通基盤施設交通ネットワークと交通基盤施設
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優先整備路線

（新設）

その他 都市計画
道路など

駅前広場

凡例

補助221号線

早稲田通りの拡幅
新規都計道の整備

まちづくりと一体となった
未整備都計道の整備

五差路交差点付近の
拡幅・整備

ⅡⅡ--66
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(1)(1)環境保全型のまちづくり環境保全型のまちづくり

・快適でみどり豊かなまちを実現・快適でみどり豊かなまちを実現

・環境に配慮した建築物整備の誘導・環境に配慮した建築物整備の誘導

・自動車交通の抑制・自動車交通の抑制

(2)(2)景観のすぐれたまちづくり景観のすぐれたまちづくり

・法制度活用による調和の取れた都市・法制度活用による調和の取れた都市

景観を創出景観を創出

・電線類地中化などによるまちなみの・電線類地中化などによるまちなみの

美しさの創出美しさの創出

４４ 環境共生環境共生

ⅡⅡ--77
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ⅢⅢ 警察大学校跡地等の都市計画警察大学校跡地等の都市計画

案（区の検討案）の内容案（区の検討案）の内容

中中 野野 区区

ⅢⅢ --11

都市計画決定等を予定している事項都市計画決定等を予定している事項

１ 地区計画 （東京都決定事項）

２ 都市計画公園 （中野区決定事項）

３ 高度地区 （中野区決定事項）

４ 防火地域 （中野区決定事項）

ⅢⅢ--22
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１１ 地区計画地区計画①①

■■地区計画の導入地区計画の導入
本地区には、再開発等促進区を定める本地区には、再開発等促進区を定める

地区計画を導入地区計画を導入

■■再開発等促進区とは再開発等促進区とは
まとまった規模を有する低・未利用地まとまった規模を有する低・未利用地

の土地利用転換を図り、建築物と公共施の土地利用転換を図り、建築物と公共施
設の整備を一体的かつ総合的に計画する設の整備を一体的かつ総合的に計画する
ことにより、土地の有効利用や都市機能ことにより、土地の有効利用や都市機能
の増進を誘導する手法の増進を誘導する手法

ⅢⅢ--33

１１ 地区計画地区計画②②

ⅢⅢ--44

■再開発等促進区のイメージ
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■■地区計画制度を導入する理由地区計画制度を導入する理由

・中野駅周辺は、中野の顔にふさわしい諸機能が融合・中野駅周辺は、中野の顔にふさわしい諸機能が融合

した魅力ある市街地の形成が求められている。した魅力ある市街地の形成が求められている。

・地区計画を導入し、質の高い複合的な土地利用を誘・地区計画を導入し、質の高い複合的な土地利用を誘

導すると導するとともに、必要な公共施設を適切に配置する。ともに、必要な公共施設を適切に配置する。

■■地区計画では二段階で都市計画を決定地区計画では二段階で都市計画を決定

・まず第一段階で、都市計画の基本的枠組みを決定・まず第一段階で、都市計画の基本的枠組みを決定

・・将来、土地所有者の決定後、開発計画が具体化する将来、土地所有者の決定後、開発計画が具体化する

段階で必要な内容を段階で必要な内容を都市計画決定都市計画決定

１１ 地区計画地区計画③③

ⅢⅢ--55

再開発等促進区の都市計画決定の方針再開発等促進区の都市計画決定の方針

１１ 地区計画地区計画④④

ⅢⅢ--66

地区計画等の区域図地区計画等の区域図
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本地区は、中野の新しい拠点として、２１世紀を先導する本地区は、中野の新しい拠点として、２１世紀を先導する

魅力と個性あるまちづくりを実現するため、警察大学校等跡魅力と個性あるまちづくりを実現するため、警察大学校等跡
地の国有地を活かして、公共と民間のパートナーシップによ地の国有地を活かして、公共と民間のパートナーシップによ

り、地区で一体の開発整備を推進する。り、地区で一体の開発整備を推進する。

跡地の土地利用転換にあたっては、防災公園等の都市基盤跡地の土地利用転換にあたっては、防災公園等の都市基盤

施設の整備を進め、広域避難場所としての安全性の向上を図施設の整備を進め、広域避難場所としての安全性の向上を図
るとともに、商業・業務、教育・文化、医療、居住、公共公るとともに、商業・業務、教育・文化、医療、居住、公共公
益等の機能を備えた複合市街地を形成する。また、みどりの益等の機能を備えた複合市街地を形成する。また、みどりの
保全と緑化の推進、資源・エネルギーの有効活用など、地区保全と緑化の推進、資源・エネルギーの有効活用など、地区
全体で環境保全型の市街地形成を図る。全体で環境保全型の市街地形成を図る。

地区計画の目標地区計画の目標

約約17.317.3ｈａｈａ面積面積

中野区中野四丁目地内中野区中野四丁目地内位置位置

中野四丁目中野四丁目地区地区地区地区計画計画名称名称

１１ 地区計画地区計画⑤⑤

ⅢⅢ--77

ａ．道路等の整備方針ａ．道路等の整備方針

・・ 中野区画街路第１号線及び第２号線、地区外周の南北方向中野区画街路第１号線及び第２号線、地区外周の南北方向
と東西方向に区画道路１号及２号（幅員と東西方向に区画道路１号及２号（幅員1212ｍ）を新たに整備ｍ）を新たに整備
する。する。

ｂ．公園・空地等の整備方針ｂ．公園・空地等の整備方針
・・ 広域避難場所としての役割が継続して担えるように、地域広域避難場所としての役割が継続して担えるように、地域

の防災性の向上に資する都市計画公園（約の防災性の向上に資する都市計画公園（約1.5ha1.5ha）及び公共）及び公共
空地（約空地（約1.5ha1.5ha）を整備する。）を整備する。

・・ 都市計画公園及び公共空地との連続性に配慮して、緑地都市計画公園及び公共空地との連続性に配慮して、緑地
及び広場を整備する。及び広場を整備する。

ｃ．歩行者ネットワークの整備方針ｃ．歩行者ネットワークの整備方針

・・ 中野区画街路第１号線及び第２号線、区画道路の整備に中野区画街路第１号線及び第２号線、区画道路の整備に
あたっては、安全で円滑な移動が可能な歩行者ネットワークあたっては、安全で円滑な移動が可能な歩行者ネットワーク
の骨格軸とするの骨格軸とする

・・ 地区内外の回遊性の向上に資する歩行者ネットワークを地区内外の回遊性の向上に資する歩行者ネットワークを
整備するため、歩行者通路１～３号を適切に配置する。整備するため、歩行者通路１～３号を適切に配置する。

公共施設等の公共施設等の

整備の方針整備の方針

区域の整備、開発及び保全に関する方針－１区域の整備、開発及び保全に関する方針－１

１１ 地区計画地区計画⑥⑥

ⅢⅢ--88

10



ａ．地区外に生じる日影が都条例で指定する時間以上にならないａ．地区外に生じる日影が都条例で指定する時間以上にならない

よう、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度など、よう、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度など、

必要な建築物等に関する事項を定める。また、緊急時等のヘリ必要な建築物等に関する事項を定める。また、緊急時等のヘリ

ポートの進入区域内にある建築物等の高さは、進入表面の上ポートの進入区域内にある建築物等の高さは、進入表面の上

に出ることがないように配慮する。に出ることがないように配慮する。

ｂ．区域５については、概ね１１０ｍ程度の高さまでを可能とし、ｂ．区域５については、概ね１１０ｍ程度の高さまでを可能とし、

中野駅周辺のスカイラインの形成に配慮する。中野駅周辺のスカイラインの形成に配慮する。

ｃ．ゆとりある歩行者空間や緑のネットワーク等の形成に向けｃ．ゆとりある歩行者空間や緑のネットワーク等の形成に向け

て、道路沿いにおける壁面後退を行う。て、道路沿いにおける壁面後退を行う。

ｄ．道路、公園など、都市基盤施設の整備に伴う見直し相当容積ｄ．道路、公園など、都市基盤施設の整備に伴う見直し相当容積

率を、区域４については概ね５００％、区域５については概ね率を、区域４については概ね５００％、区域５については概ね

４００％、区域１及び区域２については概ね３００％と設定し、４００％、区域１及び区域２については概ね３００％と設定し、

区域の環境改善に資する建築計画の内容等である公共貢献等を、区域の環境改善に資する建築計画の内容等である公共貢献等を、

東京都運用基準に照らして適切に評価し、容積率の最高限度東京都運用基準に照らして適切に評価し、容積率の最高限度

（計画容積率）を指定することにより、地区の特性に応じた（計画容積率）を指定することにより、地区の特性に応じた

都市空間を形成する。都市空間を形成する。

建築物等の建築物等の
整備の方針整備の方針

区域の整備、開発及び保全に関する方針－２区域の整備、開発及び保全に関する方針－２

１１ 地区計画地区計画⑦⑦

ⅢⅢ--99

都市基盤施設の整備とともに、土地の合理的かつ健全な高度利用都市基盤施設の整備とともに、土地の合理的かつ健全な高度利用

を図り、商業・業務、教育・文化、医療、居住、公共公益等の諸機を図り、商業・業務、教育・文化、医療、居住、公共公益等の諸機
能が融合した魅力的な複合市街地の形成を実現する。能が融合した魅力的な複合市街地の形成を実現する。

ａ．区域１及び区域２は、大学等教育機能、医療機能等を導入ａ．区域１及び区域２は、大学等教育機能、医療機能等を導入

する。する。

ｂ．区域３は、公共公益機能と都市型居住機能を主体としたｂ．区域３は、公共公益機能と都市型居住機能を主体とした

複合機能ゾーンとする。複合機能ゾーンとする。

ｃ．区域４及び区域５は、駅至近の好立地条件を活かして、街ｃ．区域４及び区域５は、駅至近の好立地条件を活かして、街

なか居住を推進する都市型居住機能、生活利便性の向上に資なか居住を推進する都市型居住機能、生活利便性の向上に資

するサービス機能、地域活力と賑わい向上に資する商業・業するサービス機能、地域活力と賑わい向上に資する商業・業

務機能等が複合する土地利用を実現する。務機能等が複合する土地利用を実現する。

土地利用に土地利用に

関する基本関する基本
方針方針

約約16.3ha16.3ha面積面積

再開発等促進区－１再開発等促進区－１

１１ 地区計画地区計画⑨⑨

ⅢⅢ--1010
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ａ．公共空地ａ．公共空地

面積：面積：1.5 ha1.5 ha

ｂ．道ｂ．道 路路

・・ 区画道路１号：幅員１２ｍ、延長約区画道路１号：幅員１２ｍ、延長約200200ｍｍ

・・ 区画道路２号：幅員１２ｍ、延長約区画道路２号：幅員１２ｍ、延長約400400ｍｍ

主要な公共施設主要な公共施設
の配置及び規模の配置及び規模

再開発等促進区再開発等促進区‐‐２２

１１ 地区計画地区計画⑩⑩

ⅢⅢ--1111

ａ．緑ａ．緑 地地

面積：約面積：約1,0001,000㎡㎡

ｂ．広ｂ．広 場場

面積：約面積：約500500㎡㎡

ｂ．歩行者通路ｂ．歩行者通路

・・ 歩行者通路１号：幅員４ｍ、延長約歩行者通路１号：幅員４ｍ、延長約170170ｍｍ

・・ 歩行者通路２号：幅員４ｍ、延長約歩行者通路２号：幅員４ｍ、延長約100100ｍｍ

・・ 歩行者通路３号：幅員４ｍ、延長約歩行者通路３号：幅員４ｍ、延長約150150ｍｍ

地区施設の配置地区施設の配置
及び規模及び規模

地区整備計画－１地区整備計画－１

１１ 地区計画地区計画⑪⑪

ⅢⅢ--1212
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１１ 地区計画地区計画⑫⑫

ⅢⅢ-1313

公共施設の整備の方針公共施設の整備の方針

１１ 地区計画地区計画⑧⑧
建築物の整備の方針建築物の整備の方針

ⅢⅢ--1414
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ａ．建築物等の用途の制限ａ．建築物等の用途の制限

・・ 区域１～区域５区域１～区域５

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物はに掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物は

建築してはならない。建築してはならない。

・・ 区域４区域４

商業地域に建築できない建築基準法別表第２商業地域に建築できない建築基準法別表第２((りり))項に項に

掲げる工場・倉庫等は、建築してはならない。掲げる工場・倉庫等は、建築してはならない。

・・ 区域５区域５

近隣商業地域に建築できない建築基準法別表第２近隣商業地域に建築できない建築基準法別表第２((ちち))
項に掲げる工場・倉庫・大規模劇場等は、建築してはなら項に掲げる工場・倉庫・大規模劇場等は、建築してはなら

ないない 。。

建築物等に関する建築物等に関する

事項事項①①

地区整備計画－２地区整備計画－２

１１ 地区計画地区計画⑬⑬

ⅢⅢ--1515

ｂ．壁面の位置の制限ｂ．壁面の位置の制限

・・ 区域１～区域６区域１～区域６

建築物の外壁又はこれに代わる柱は、壁面線を越えて建築物の外壁又はこれに代わる柱は、壁面線を越えて

建築してはならない。道路の機能等に応じて道路境界線建築してはならない。道路の機能等に応じて道路境界線

から２～８ｍの壁面の位置を制限する。から２～８ｍの壁面の位置を制限する。

ｃ．建築物等の形態又は意匠の制限ｃ．建築物等の形態又は意匠の制限

・・ 区域１～区域６区域１～区域６

建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避

け、街並み形成に配慮するなど周辺環境と調和したものとけ、街並み形成に配慮するなど周辺環境と調和したものと

するする 。。

建築物等に関する建築物等に関する

事項事項②②

地区整備計画－３地区整備計画－３

１１ 地区計画地区計画⑭⑭

ⅢⅢ--1616
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22 都市計画公園（変更）都市計画公園（変更）

都市計画公園都市計画公園

現状の囲町公園（約現状の囲町公園（約0.50.5ｈａ）を、地区のほぼｈａ）を、地区のほぼ
中央部に予定している防災公園（中央部に予定している防災公園（1.51.5ｈａ）に付ｈａ）に付
替える。替える。

ⅢⅢ--1717

３３ 高度地区高度地区

市街地環境の整備・改善に資する公共貢献市街地環境の整備・改善に資する公共貢献
や良好な建築物等を誘導するため、 高限度や良好な建築物等を誘導するため、 高限度
の高度地区を廃止する。の高度地区を廃止する。

ⅢⅢ--1818

高度地区とは高度地区とは

市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図
るため、建物の高さの 高限度または 低限度を定めるるため、建物の高さの 高限度または 低限度を定める
地区地区
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４４ 防火地域の指定防火地域の指定

広域避難場所となる防災公園等の防災性能広域避難場所となる防災公園等の防災性能
等を一層向上させるため、防火地域を指定す等を一層向上させるため、防火地域を指定す
る。る。

ⅢⅢ--1919

防火地域とは防火地域とは

防火地域は、家屋の密集度が高い地域で、耐火建築防火地域は、家屋の密集度が高い地域で、耐火建築
物の建築を促進し、市街地における火災の危険を防除する物の建築を促進し、市街地における火災の危険を防除する
ための地域。防火地域内では、延べ面積ための地域。防火地域内では、延べ面積100100㎡㎡以上又は３以上又は３

階以上の建築物は、耐火建築物として、それ未満の建築物階以上の建築物は、耐火建築物として、それ未満の建築物

は準耐火建築物とすることが義務付けられている。は準耐火建築物とすることが義務付けられている。

高度地区の廃止

防火地域の指定

参考図参考図

ⅢⅢ--2020
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５５ 今後の予定（見込み）今後の予定（見込み）

平成平成1818年年1010月末頃月末頃

地区計画の素案を都に提出地区計画の素案を都に提出

平成平成1818年年1111月中旬～月中旬～11２月上旬頃２月上旬頃

地区計画の原案の公告・縦覧＜地元説明会を開催＞地区計画の原案の公告・縦覧＜地元説明会を開催＞

平成平成1919年年11月下旬～月下旬～ 22月上旬頃月上旬頃

地区計画等の案の公告・縦覧＜地元説明会を開催＞地区計画等の案の公告・縦覧＜地元説明会を開催＞

平成平成1919年年22月頃月頃

中野区都市計画審議会に、防火地域等の都市計画案中野区都市計画審議会に、防火地域等の都市計画案

を諮問、地区計画案の説明を諮問、地区計画案の説明

平成平成1919年年33月頃月頃

東京都都市計画審議会に、地区計画の案を諮問東京都都市計画審議会に、地区計画の案を諮問

ⅢⅢ--2121
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